
セキュリティ対策
中 小 企 業 の

－－

偽
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
警
告
に
注
意

相
談
件
数
が
増
加

５
月
は
過
去
最
高
に

代
金
支
払
い
へ
誘
導

情
報
漏
え
い
の
懸
念
も

手
口
の
周
知
徹
底
・

対
応
ル
ー
ル
づ
く
り
を

「警告画面が次々と全画面で開く」画面事例

安
心
相
談
窓
口
だ
よ
り
「
会
社
や
組
織
の
パ

ソ
コ
ン
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
警
告
が
出
た
ら
、

管
理
者
に
連
絡
！
」
は
こ
ち
ら

　
独
立
行
政
法
人
情
報
処

理
推
進
機
構
（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）

で
は
、
一
般
的
な
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
技

術
的
な
相
談
窓
口
「
情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
安
心
相
談

窓
口
」を
運
用
し
て
い
る
。

最
近
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
ブ

ラ
ウ
ザ
画
面
に
表
示
さ
れ

る
「
偽
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
警

告
（
別
名

サ
ポ
ー
ト
詐

欺
）
」
の
手
口
に
関
す
る

相
談
件
数
が
継
続
し
て
増

加
し
て
お
り
、
月
間
相
談

件
数
が
、
２
０
２
３
年
５

月
は
過
去
最
高
の
４
４
６

件
と
な
っ
た
。
一
般
ユ
ー

ザ
ー
と
比
べ
る
と
少
な
い

も
の
の
、
企
業
か
ら
も
当

該
被
害
に
関
す
る
相
談
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

注
意
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

　
企
業
で
は
テ
レ
ワ
ー
ク

で
従
業
員
が
自
宅
で
業
務

用
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
仕

事
を
す
る
機
会
が
増
え
、

「
偽
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
警

告
」
の
手
口
に
遭
遇
し
た

際
に
、
同
僚
、
上
司
、
シ

ス
テ
ム
管
理
者
が
近
く
に

い
な
い
た
め
、
自
分
で
解

決
し
よ
う
と
し
て
被
害
が

発
生
し
て
い
る
こ
と
も
要

因
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。

表
示
さ
れ
た
電
話
番
号
に

電
話
を
か
け
て
、
相
手
に

パ
ソ
コ
ン
を
遠
隔
操
作
さ

れ
る
と
、
パ
ソ
コ
ン
内
に

機
密
情
報
や
個
人
情
報
が

保
管
さ
れ
て
い
た
場
合

に
、
情
報
漏
え
い
事
故
と

し
て
の
対
応
が
必
要
に
な

る
か
の
判
断
や
調
査
を
迫

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
偽
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
警
告

の
手
口
は
、
パ
ソ
コ
ン
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
閲
覧
中

の
ブ
ラ
ウ
ザ
画
面
上
に
、

本
物
に
見
せ
か
け
た
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
警
告
が
表
示
さ

れ
、
解
決
の
た
め
に
記
載

し
て
あ
る
電
話
番
号
に
電

話
を
か
け
る
よ
う
に
誘
導

さ
れ
る
と
い
う
も
の
。
電

話
を
か
け
る
と
、
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
に
パ
ソ
コ
ン
を
遠

隔
操
作
さ
れ
有
償
サ
ポ
ー

ト
契
約
と
代
金
支
払
い
へ

誘
導
さ
れ
る
。
支
払
い
手

段
は
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド

を
指
定
さ
れ
る
た
め
、
ほ

と
ん
ど
の
場
合
は
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
そ
の

カ
ー
ド
を
買
い
に
行
く
よ

う
に
指
示
さ
れ
る
。

　
一
般
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
の

相
談
で
は
、
相
手
に
プ
リ

ペ
イ
ド
カ
ー
ド
を
何
度
も

買
い
に
行
か
さ
れ
、
カ
ー

ド
の
番
号
を
相
手
に
伝
え

て
し
ま
っ
た
結
果
、
被
害

額
が
数
十
万
円
に
な
る
ケ

ー
ス
を
多
く
確
認
し
て
い

る
。

　
一
方
、企
業
の
場
合
は
、

パ
ソ
コ
ン
を
遠
隔
操
作
さ

れ
た
こ
と
で
情
報
が
漏
え

い
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
心
配
の
相
談
が
多
く

な
っ
て
い
る
。

　
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め

の
対
策
と
し
て
、
管
理
者

は
、
社
内
で
偽
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
警
告
の
手
口
に
つ
い

て
、
周
知
や
研
修
を
行
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の

際
は
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
注
意
喚
起

な
ど
を
参
考
に
し
て
ほ
し

い
。
ま
た
、
偽
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
警
告
に
限
ら
ず
、
パ

ソ
コ
ン
に
異
常
が
あ
っ
た

場
合
の
対
応
ル
ー
ル
を
定

め
て
徹
底
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
特
に
、
テ
レ
ワ
ー

ク
時
に
発
生
し
た
異
常
の

連
絡
や
、
管
理
者
の
許
可

な
く
業
務
用
の
パ
ソ
コ
ン

を
第
三
者
に
遠
隔
操
作
を

さ
せ
な
い
こ
と
を
徹
底
し

て
ほ
し
い
。

　
従
業
員
は
、
パ
ソ
コ
ン

に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
警
告
が

出
た
ら
、
対
処
を
自
分
一

人
で
判
断
せ
ず
、
会
社
の

対
応
ル
ー
ル
に
従
い
、
落

ち
着
い
て
シ
ス
テ
ム
管
理

者
ま
た
は
上
司
に
連
絡
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
冷
静

な
対
処
が
、
ご
自
身
、
会

社
の
情
報
資
産
を
守
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。

　
ま
た
、
画
面
に
表
示
さ

れ
た
電
話
番
号
に
電
話
を

し
な
い
、
シ
ス
テ
ム
管
理

者
ま
た
は
上
司
の
許
可
な

く
相
手
か
ら
の
遠
隔
操
作

の
要
求
を
許
可
し
な
い
で

い
た
だ
き
た
い
。
特
に
、

パ
ソ
コ
ン
の
異
常
に
対
処

す
る
と
い
っ
た
サ
ポ
ー
ト

名
目
の
誘
い
に
注
意
し
て

ほ
し
い
。

　
企
業
で
偽
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
警
告
に
遭
遇
し
た
相
談

事
例
や
情
報
漏
え
い
の
有

無
の
判
断
材
料
、
従
業
員

研
修
の
た
め
の
参
考
情
報

な
ど
は
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
ほ
し

い
。

（
独
立
行
政
法
人
情
報
処

理
推
進
機
構
・
江
島
将
和
）


